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審査会合における指摘事項【論点6】 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

【No.６（論点６）漂流物の影響評価の妥当性】 
  〇 影響評価に当たって必要となる漂流物調査の範囲について、基準津波による寄せ波の 1 波分の移動量 (450m) の 2 

波分 (900m) を保守的に切り上げ 2km とし、短時間 (8 分）のみの移動量に基づき設定している。一方で、これまでの
先行炉の審査実績では、最大流速と継続時間の積から約 5km を漂流物の調査範囲としており、今回の設定方法は適
用実績がない。こうしたことから、今回の設定方法が取水性への影響の観点から適切であるか説明すること。 

  〇 また、漂流物調査の範囲の設定にあたり、流向・流速分布を抽出した時間及び地点・範囲が限定的であるため、これらの
選定プロセス、その代表性及び網羅性を説明するとともに、主要な時間帯と留意すべき地点が含まれる領域について流向・
流速分布を提示すること。 

   １．漂流物調査の範囲の設定において流速及び流向を抽出した時間及び地点・範囲の選定の妥当性、網羅性 
   ２．取水性への影響の観点からの漂流物調査の範囲の設定方法の保守性（先行炉と同様の評価方法を用いた検証又

は検証が不要であることの根拠）   
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日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）の地点１における流向時刻歴 
（０分から２６０分） 

(2) 回答 
① 漂流物調査の範囲の設置において設定した時間について 
  以下の時刻歴データにも示されるとおり，日本海東縁部に想定される地震による津波は，地震発生後，
約１１０分後に敷地に到達する。 

【No.11 漂流物の影響評価の妥当性】 
   １．データ抽出地点は1kmだけではなく、より遠くの沖合(3km、5km)でのデータの必要性についても検討すること。 
   ２．漂流物調査について、平成25～26  年に実施した結果に基づいて判断していることが問題ないことを説明すること。 
   ３．漂流物影響確認フローについて、「基礎に設置されている」場合に漂流物とならないとする根拠を資料に基づき説明す

ること。 
   ４．漂流物調査範囲と漂流物到達範囲を用語として使い分けているが、その考え方を説明すること。 
   ５．発電所前面海域を航行する可能性のある船舶の航路を調査し、漂流物評価及び漂流物による影響評価に反映する

こと。 

 指摘事項（平成３１年２月２６日 第６８６回審査会合） 
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【No.27】 
 敷地および敷地周辺海域の津波高さ，流向および流速の時系列変化についてさらに詳細な情報を提示した上で，敷地
および敷地周辺に襲来する津波の特性を考察し，漂流物評価範囲の保守性，妥当性を説明すること。 
 
【No.28】 
 基礎に設置された対象物が漂流物とならない根拠は３．１１地震で基礎に設置された漂流物が漂流した実績や先行サ
イトで基礎に設置された対象物が漂流物となる可能性を評価している実績を踏まえて整理し，漂流物評価フローに反映し
て説明すること。また，重量と浮力の観点から漂流物の判断を行う評価フロー箇所において，気密性に関する評価の考え
方とその妥当性を整理し，漂流物評価フローに反映して説明すること。 
 
【No.29】 
 漂流する可能性がある対象物（プレジャーボート，消波ブロック，捨て石マウンド，護岸構成材，荷揚場の退避できない
車両，東防波堤の衝突船舶等）について，海水ポンプの取水性に影響を与えないとする評価の考え方と根拠を説明する
こと。また，敷地の３～５ｋｍの範囲を航行する船舶の種類及びその船舶がサイトに与える影響について説明すること。 
 
【No.30】 
 軌跡シミュレーションについては，水分子の移動解析か津波の海面に浮遊する物体（漂流物）の移動解析かを確認した
上で，浮遊物体の移動解析であれば，解析手法の妥当性（新しい解析手法なのかを含む），漂流物の到達範囲の適
用性について説明すること。特に，解析手法の妥当性については，漂流物の特性（重量，慣性力，流水抵抗形状等）
や移動継続時間に関する考え方を説明すること。なお，解析手法の妥当性の確認は，先行審査の適用実績及び適用範
囲を踏まえて行うこと。 

論点６に関連する審査会合における指摘事項 

 指摘事項（令和元年５月２１日 第７１５回審査会合における漂流物の影響評価の妥当性への追加指摘事項） 

No. 審査会合日 コメント内容 回答頁 

27 R元.5.21 

・敷地および敷地周辺海域の津波の高さ，流向及び流速の時系列変化についてさらに
詳細な情報を提示した上で，敷地および敷地周辺に襲来する津波の特性を考察し，
漂流物評価範囲の保守性，妥当性を説明すること。 

3~17 

28 R元.5.21 

・基礎に設置された対象物が漂流物とならない根拠は，3.11 地震で基礎に設置され
た漂流物が漂流した実績や先行サイトで基礎に設置された対象物が漂流物となる可能
性を評価している実績を踏まえて整理し，漂流物評価フローに反映して説明すること。ま
た，重量と浮力の観点から漂流物の判断を行う評価フロー箇所において，気密性に関
する評価の考え方とその妥当性を整理し，漂流物評価フローに反映して説明すること。 

19 

29 R元.5.21 

・漂流する可能性がある対象物（プレジャーボート，消波ブロック，捨石マウンド，護岸
構成材，荷揚場の退避できない車両，東防潮堤の衝突船舶等）について，海水ポ
ンプの取水性に影響を与えないとする評価の考え方と根拠を説明すること。また，敷地の
３～５km の範囲を航行する船舶の種類及びその船舶がサイトに与える影響について
説明すること。 

20~22 

30 R元.5.21 

・軌跡シミュレーションについては，水分子の移動解析か津波の海面に浮遊する物体
（漂流物）の移動解析かを確認した上で，浮遊物体の移動解析であれば，解析手
法の妥当性（新しい解析手法なのかを含む），漂流物の到達範囲の適用性について
説明すること。特に，解析手法の妥当性においては，漂流物の特性（重量，慣性力，
流水抵抗形状等）や移動継続時間に関する考え方を説明すること。なお，解析手法
の妥当性の確認は，先行審査の適用実績及び適用範囲を踏まえて行うこと。 
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 指摘事項（令和元年５月２１日 第７１５回審査会合） 

No. 審査会合日 コメント内容 回答頁 

27 R元.5.21 

・敷地および敷地周辺海域の津波の高さ，流向及び流速の時系列変化についてさらに
詳細な情報を提示した上で，敷地および敷地周辺に襲来する津波の特性を考察し，
漂流物評価範囲の保守性，妥当性を説明すること。 

3~17 

28 R元.5.21 

・基礎に設置された対象物が漂流物とならない根拠は，3.11 地震で基礎に設置され
た漂流物が漂流した実績や先行サイトで基礎に設置された対象物が漂流物となる可能
性を評価している実績を踏まえて整理し，漂流物評価フローに反映して説明すること。ま
た，重量と浮力の観点から漂流物の判断を行う評価フロー箇所において，気密性に関
する評価の考え方とその妥当性を整理し，漂流物評価フローに反映して説明すること。 

19 

29 R元.5.21 

・漂流する可能性がある対象物（プレジャーボート，消波ブロック，捨石マウンド，護岸
構成材，荷揚場の退避できない車両，東防潮堤の衝突船舶等）について，海水ポ
ンプの取水性に影響を与えないとする評価の考え方と根拠を説明すること。また，敷地の
３～５km の範囲を航行する船舶の種類及びその船舶がサイトに与える影響について
説明すること。 

20~22 

30 R元.5.21 

・軌跡シミュレーションについては，水分子の移動解析か津波の海面に浮遊する物体
（漂流物）の移動解析かを確認した上で，浮遊物体の移動解析であれば，解析手
法の妥当性（新しい解析手法なのかを含む），漂流物の到達範囲の適用性について
説明すること。特に，解析手法の妥当性においては，漂流物の特性（重量，慣性力，
流水抵抗形状等）や移動継続時間に関する考え方を説明すること。なお，解析手法
の妥当性の確認は，先行審査の適用実績及び適用範囲を踏まえて行うこと。 
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20191212提出内容 
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審査会合における指摘事項に対する回答【No,6,11,27】 

 回答まとめ 

【No.６（論点６）漂流物の影響評価の妥当性】（第６８６回審査会合における指摘事項） 
 １．漂流物調査の範囲の設定において流速及び流向を抽出した時間及び地点・範囲の選定の妥当性、網羅性 
 ２．取水性への影響の観点からの漂流物調査の範囲の設定方法の保守性（先行炉と同様の評価方法を用いた

検証又は検証が不要であることの根拠）   

【No.11 漂流物の影響評価の妥当性】（第６８６回審査会合における指摘事項） 
 １．データ抽出地点は1kmだけではなく、より遠くの沖合(3km、5km)でのデータの必要性についても検討すること。 

【No.27 漂流物の影響評価の妥当性】（第７１５回審査会合における指摘事項） 
・敷地および敷地周辺海域の津波の高さ，流向及び流速の時系列変化についてさらに詳細な情報を提示した上で，
敷地および敷地周辺に襲来する津波の特性を考察し，漂流物評価範囲の保守性，妥当性を説明すること。 

 島根２号炉の敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性を確認。 
• 日本海東縁部に想定される地震による津波の周期はプレート間地震による津波に比べ，短い傾向にある。【今回説明】 
• 海域活断層に想定される地震による津波に対して，日本海東縁部に想定される地震による津波は，流速が速い。【前
回説明】 

• 日本海東縁部に想定される地震による津波の中でも基準津波１の流速が比較的速い。【前回説明】 
• 流速は発電所沖合よりも沿岸付近の方が速くなる傾向がある。【前回説明】 

 漂流物調査範囲については，津波の特性を踏まえ，以下のとおり検討し，5kmと設定。 
• 流向・流速の抽出時間については，基準津波策定位置における基準津波１の時刻歴波形から100分から260分を対
象とした。【前回説明】 

• 流向・流速の抽出範囲について，発電所から1km,3km及び5kmの９地点と周辺漁港等の４地点の計13地点とした。
【今回の説明】 

• 抽出した13地点の軌跡解析を実施し，3km及び5kmの地点は移動量が小さくなる傾向を確認。【今回説明】 
• 抽出した13地点から，流速が最大となる地点1及び地点13を用いて漂流物の移動量を算定。【今回説明】 
• 漂流物の移動量は900mとなるが，保守的に5kmを漂流物調査範囲と設定。【今回説明】 

 島根２号炉の敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性について，広域からの伝播の様子を追加するとともに，
断層幅と周期，海底地形及び流向・流速ベクトルを考察。 

 発電所から1Km,3km,5kmの地点に加え，周辺漁港の位置等を考慮し，4地点を追加。 
 流向・流速を抽出した13地点から，基準津波の特性を基に地点1,13を代表として移動量を算定。   
 漂流物調査範囲については，漂流物の移動量900mに更なる保守性を考慮し5kmと設定。 

 回答まとめ 

【No.６（論点６）漂流物の影響評価の妥当性】（第６８６回審査会合における指摘事項） 
 １．漂流物調査の範囲の設定において流速及び流向を抽出した時間及び地点・範囲の選定の妥当性、網羅性 
 ２．取水性への影響の観点からの漂流物調査の範囲の設定方法の保守性（先行炉と同様の評価方法を用いた

検証又は検証が不要であることの根拠）   

【No.11 漂流物の影響評価の妥当性】（第６８６回審査会合における指摘事項） 
 １．データ抽出地点は1kmだけではなく、より遠くの沖合(3km、5km)でのデータの必要性についても検討すること。 

【No.27 漂流物の影響評価の妥当性】（第７１５回審査会合における指摘事項） 
・敷地および敷地周辺海域の津波の高さ，流向及び流速の時系列変化についてさらに詳細な情報を提示した上で，
敷地および敷地周辺に襲来する津波の特性を考察し，漂流物評価範囲の保守性，妥当性を説明すること。 

 島根２号炉の敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性を確認。 
• 日本海東縁部に想定される地震による津波の周期はプレート間地震による津波に比べ，短い傾向にある。【今回説明】 
• 海域活断層に想定される地震による津波に対して，日本海東縁部に想定される地震による津波は，流速が速い。【前
回説明】 

• 日本海東縁部に想定される地震による津波の中でも基準津波１の流速が比較的速い。【前回説明】 
• 流速は発電所沖合よりも沿岸付近の方が速くなる傾向がある。【前回説明】 

 漂流物調査範囲については，津波の特性を踏まえ，以下のとおり検討し，5kmと設定。 
• 流向・流速の抽出時間については，基準津波策定位置における基準津波１の時刻歴波形から100分から260分を対
象とした。【前回説明】 

• 流向・流速の抽出範囲について，発電所から1km,3km及び5kmの９地点と周辺漁港等の４地点の計13地点とし
た。【今回の説明】 

• 抽出した13地点の軌跡解析を実施し，3km及び5kmの地点は移動量が小さくなる傾向を確認。【今回説明】 
• 抽出した13地点から，流速が最大となる地点1及び地点13を用いて漂流物の移動量を算定。【今回説明】 
• 漂流物の移動量は900mとなるが，保守的に5kmを漂流物調査範囲と設定。【今回説明】 

審査会合における指摘事項に対する回答【No,6,11,27】 

20191212提出内容 
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敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（まとめ） 
 漂流物調査範囲の設定にあたって，島根原子力発電所における敷地及び敷地周辺に襲来す
る津波の特性を考察した。 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

 基準津波の波源（P. 5）  
 断層幅と周期の関係(P. 6) 
 海底地形（P. 7） 
 最大水位上昇量分布(P. 7) 
 最大流速分布(P. 8) 
 水位変動・流向ベクトル(P. 9,10） 

 日本海東縁部に想定される地震による津波の周期はプレート間地震による津波に比べ短い傾向にある。
（P. 6） 

 流向は最大でも４分程度で反転している。(P. 10) 
 日本海東縁部に想定される地震による津波は，大和堆，隠岐諸島の海底地形の影響を受け，島根
原子力発電所に到達する。（P. 7） 

 海域活断層に想定される地震による津波に対して，日本海東縁部に想定される地震による津波の方が
流速が速い。（P. 8） 

 日本海東縁部に想定される地震による津波の中でも基準津波１の流速が比較的速い。（P. 8） 
 流速は発電所沖合よりも沿岸付近の方が速くなる傾向がある。（P. 8） 
 発電所沖合において，防波堤の有無による流速への有意な影響はない。 （P. 8） 

【確認した項目】 

【得られた特性】 

20191212提出内容 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（まとめ） 
 漂流物調査範囲の設定にあたって，島根原子力発電所における敷地及び敷地周辺に襲来す
る津波の特性を考察した。 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

 基準津波の波源（P. 5）  
 断層幅と周期の関係(P. 6) 
 海底地形（P. 7） 
 最大水位上昇量分布(P. 7) 
 最大流速分布(P. 8) 
 水位変動・流向ベクトル(P. 9,10） 

 日本海東縁部に想定される地震による津波の周期はプレート間地震による津波に比べ短い傾向にある。
（P. 6） 

 流向は最大でも４分程度で反転している。(P. 10) 
 日本海東縁部に想定される地震による津波は，大和堆，隠岐諸島の海底地形の影響を受け，島根
原子力発電所に到達する。（P. 7） 

 海域活断層に想定される地震による津波に対して，日本海東縁部に想定される地震による津波の方が
流速が速い。（P. 8） 

 日本海東縁部に想定される地震による津波の中でも基準津波１の流速が比較的速い。（P. 8） 
 流速は発電所沖合よりも沿岸付近の方が速くなる傾向がある。（P. 8） 
 発電所沖合において，防波堤の有無による流速への有意な影響はない。 （P. 8） 

【確認した項目】 

【得られた特性】 
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 島根原子力発電所における基準津波は，日本海東縁部に想定される地震による津波
（基準津波１，２，３，５，６ ）と海域活断層に想定される地震による津波（基準
津波４）である。 

基準津波の波源 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（基準津波の波源） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
20191212提出内容 

 島根原子力発電所における基準津波は，日本海東縁部に想定される地震による津波
（基準津波１，２，３，５，６ ）と海域活断層に想定される地震による津波（基準
津波４）である。 

基準津波の波源 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（基準津波の波源） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
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 津波は，断層運動に伴う地盤変動により水位が変動することにより発生するため，地盤変動範囲と水深
が津波水位変動の波形（周期）の支配的要因となる。特に地盤変動範囲は断層の平面的な幅に影響
されることから，平面的な断層幅が津波周期に大きな影響を与える。 

 島根原子力発電所で考慮している波源は，太平洋側で考慮しているプレート間地震と比べ，平面的な
断層幅が狭く傾斜角も高角であることから，津波周期が短くなる傾向にある。 

断層幅と周期の関係 

断層面 

断層面 

断層幅（平面） 

断層幅（平面） 

津波周期（短い） 

津波周期（長い） 

水塊変動域 

水塊変動域 

●日本海側（活断層） 

●太平洋側（プレート間地震） 

・傾斜角：低角 

・断層幅：広い 

⇒断層幅（平面）が広く，
水塊変動域が広くなる
ため，津波周期が長く
なる傾向がある。 

・傾斜角：高角 

・断層幅：狭い 

⇒断層幅（平面）が狭く，
水塊変動域が狭くなる
ため，津波周期が短く
なる傾向がある。 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（断層幅と周期の関係） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

 津波は，断層運動に伴う地盤変動により水位が変動することにより発生するため，地盤変動範囲と水深
が津波水位変動の波形（周期）の支配的要因となる。特に地盤変動範囲は断層の平面的な幅に影響
されることから，平面的な断層幅が津波周期に大きな影響を与える。 

 島根原子力発電所で考慮している波源は，太平洋側で考慮しているプレート間地震と比べ，平面的な
断層幅が狭く傾斜角も高角であることから，津波周期が短くなる傾向にある。 

断層幅と周期の関係 

断層面 

断層面 

断層幅（平面） 

断層幅（平面） 

津波周期（短い） 

津波周期（長い） 

水塊変動域 

水塊変動域 

●日本海側（活断層） 

●太平洋側（プレート間地震） 

・傾斜角：低角 

・断層幅：広い 

⇒断層幅（平面）が広く，
水塊変動域が広くなる
ため，津波周期が長く
なる傾向がある。 

・傾斜角：高角 

・断層幅：狭い 

⇒断層幅（平面）が狭く，
水塊変動域が狭くなる
ため，津波周期が短く
なる傾向がある。 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（断層幅と周期の関係） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 20191212提出内容 
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最大水位上昇量分布 

大和堆 

島根原子力発電
所 

海底地形 

修正中 

島根原子力発電所 

海底地形 

（参考）波源位置から島根原子力発電所までの最大水位上昇量分布 

 日本海東縁部に想定される地震による津波は，大和堆の影響を受け，南方向に向きを変え，また，隠岐
諸島により東西に分かれて津波が伝播し，島根原子力発電所に到達する。 

隠岐諸島 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（海底地形等） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

最大水位上昇量分布 

大和堆 

島根原子力発電
所 

海底地形 

修正中 

島根原子力発電所 

海底地形 

（参考）波源位置から島根原子力発電所までの最大水位上昇量分布 

 日本海東縁部に想定される地震による津波は，大和堆の影響を受け，南方向に向きを変え，また，隠岐
諸島により東西に分かれて津波が伝播し，島根原子力発電所に到達する。 

隠岐諸島 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（海底地形等） 
20191212提出内容 
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日
本
海
東
縁
部 

海
域
活
断
層 

 日本海東縁部に想定される地震による津波は図中の①～⑥であり，基準津波１（図中の①，②）は，他の基準津波（図中の③～⑥）に
比べ，沖合の流速が速い範囲が広域である。また，沿岸部においても流速が速い箇所が多いことから，日本海東縁部に想定される地震による
津波のうち，基準津波１の流速が速い傾向がある。 

 海域活断層に想定される地震による津波は図中の⑦，⑧であり，日本海東縁部に想定される地震による津波（図中の①～⑥）と比較すると，
沖合・沿岸部共に日本海東縁部に想定される地震による津波の方が流速が速い。 

 全ての流速分布において，流速は発電所沖合よりも沿岸付近の方が速くなる傾向がある。 
 防波堤有無によるについて，①及び②並びに⑦及び⑧を比較した結果，発電所沖合の流速に有意な影響はない。  

最大流速分布 

①基準津波１（防波堤有り） 

島根原子力発電所 

②基準津波１（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

③基準津波２（防波堤有り） 

島根原子力発電所 

④基準津波３（防波堤有り） 

島根原子力発電所 

⑤基準津波５（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

⑥基準津波６（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

⑧基準津波４（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

⑦基準津波４（防波堤有り） 

島根原子力発電所 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（最大流速分布） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

日
本
海
東
縁
部 

海
域
活
断
層 

 日本海東縁部に想定される地震による津波は図中の①～⑥であり，基準津波１（図中の①，②）は，他の基準津波（図中の③～⑥）に
比べ，沖合の流速が速い範囲が広域である。また，沿岸部においても流速が速い箇所が多いことから，日本海東縁部に想定される地震による
津波のうち，基準津波１の流速が速い傾向がある。 

 海域活断層に想定される地震による津波は図中の⑦，⑧であり，日本海東縁部に想定される地震による津波（図中の①～⑥）と比較する
と，沖合・沿岸部共に日本海東縁部に想定される地震による津波の方が流速が速い。 

 全ての流速分布において，流速は発電所沖合よりも沿岸付近の方が速くなる傾向がある。 
 防波堤有無によるについて，①及び②並びに⑦及び⑧を比較した結果，発電所沖合の流速に有意な影響はない。  

最大流速分布 

①基準津波１（防波堤有り） 

島根原子力発電所 

②基準津波１（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

③基準津波２（防波堤有り） 

島根原子力発電所 

④基準津波３（防波堤有り） 

島根原子力発電所 

⑤基準津波５（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

⑥基準津波６（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

⑧基準津波４（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

⑦基準津波４（防波堤有り） 

島根原子力発電所 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（最大流速分布） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 20191212提出内容 
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水位変動・流向ベクトル（基準津波１：地震発生後193分） 

発電所港湾部（防波堤有り） 発電所港湾部（防波堤無し） 

発電所周辺海域 

最大水位発生箇所 

最大流速発生箇所 

 基準津波１は地震発生約193分後に最大水位
EL11.8mが確認され，ほぼ同時に流速も最大
（約9.8m/s）となる。 

基準津波１における施設護岸又は防波壁で
最大水位を示す時刻の水位変動・流向ベク
トルを示す。 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（水位変動・流向ﾍﾞｸﾄﾙ） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

水位が最大となる基準津波は基準津波１と
なった。 

島根原子力 
発電所 

水位変動・流向ベクトル（基準津波１：地震発生後193分） 

発電所港湾部（防波堤有り） 発電所港湾部（防波堤無し） 

発電所周辺海域 

最大水位発生箇所 

最大流速発生箇所 

 基準津波１は地震発生約193分後に最大水位
EL11.8mが確認され，ほぼ同時に流速も最大
（約9.8m/s）となる。 

基準津波１における施設護岸又は防波壁で
最大水位を示す時刻の水位変動・流向ベク
トルを示す。 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（水位変動・流向ﾍﾞｸﾄﾙ） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

水位が最大となる基準津波は基準津波１と
なった。 

島根原子力 
発電所 

20191212提出内容 
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 基準津波２における水位変動・流向ベクトルにおい
て，輪谷湾内の流向は最大でも４分程度で逆向
きの流れとなる。 

 その他の基準津波においても，輪谷湾内の流向は
最大でも４分程度で逆向きの流れとなる。 

基準津波２における輪谷湾内の流向の継続
時間が最大となる時間の水位変動・流向ベクト
ルを示す。（178分30秒～182分30秒） 

水位変動・流向ベクトル（基準津波２：地震発生後178分30秒～182分30秒） 

地震発生後178分30秒 

地震発生後180分30秒 地震発生後182分30秒 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（水位変動・流向ﾍﾞｸﾄﾙ） 

輪谷湾内の流向の継続時間が最大となる基準
津波は基準津波２となった。 

港湾内の一定方向への流向の継続時間が最
大となる基準津波のうち，基準津波２における
水位変動・流向ベクトルを示す。 

 基準津波２における水位変動・流向ベクトルにおい
て，輪谷湾内の流向は最大でも４分程度で逆向
きの流れとなる。 

 その他の基準津波においても，輪谷湾内の流向は
最大でも４分程度で逆向きの流れとなる。 

基準津波２における輪谷湾内の流向の継続
時間が最大となる時間の水位変動・流向ベクト
ルを示す。（178分30秒～182分30秒） 

水位変動・流向ベクトル（基準津波２：地震発生後178分30秒～182分30秒） 

地震発生後178分30秒 

地震発生後180分30秒 地震発生後182分30秒 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性（水位変動・流向ﾍﾞｸﾄﾙ） 

輪谷湾内の流向の継続時間が最大となる基準
津波は基準津波２となった。 

20191212提出内容 
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① 漂流物調査の範囲の設置において設定した時間について 
  １波による移動量 

 日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）は，基準津波策定位置において地震発生
後，110分程度から水位が上昇し始め，190分程度で最大水位を示す。 

 その後は収束傾向となり，230分以降は水位1m以下となることから，それらの時間帯を包絡する100分
から260分の範囲の流向・流速を比較した。 

図 基準津波策定位置 

水
位

(m
) 

時間(分） 

基準津波策定位置における基準津波の時刻歴波形 

図 基準津波の流向・流速時刻歴（０分～３６０分） 

0

1

2

3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

流速(m/s)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

流向

時間（分） 

流
速

(m
/s

) 

 また，基準津波１による
流向・流速時刻歴波形
（0分～360分）に示
すとおり，主要な時間帯
は  180分から220分
程度であるため，流向・
流速時刻歴波形につい
ては，110分から260分
の範囲を示す。 

漂流物調査範囲の設定（流向・流速データ抽出範囲） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

令和元年５月２１日 第７１５回審査会合（再掲） 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）は，基準津波策定位置において地震発生
後，110分程度から水位が上昇し始め，190分程度で最大水位を示す。 

 その後は収束傾向となり，230分以降は水位1m以下となることから，それらの時間帯を包絡する100分
から260分の範囲の流向・流速を比較した。 

水
位

(m
) 

時間(分） 

基準津波策定位置における基準津波の時刻歴波形 

漂流物調査範囲の設定（流向・流速データ抽出範囲） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

令和元年５月２１日 第７１５回審査会合（再掲） 

20191212提出内容 
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 抽出地点・範囲の妥当性，網羅性については，敷地前面の９地点に加え，周辺漁港の位置や漁船の航
行等考慮し，４地点追加し，計13の地点における流向・流速時刻歴解析を実施し検討を行った。 

 仮想的な浮遊物の軌跡解析の結果（次頁参照）からも，３km及び５kmの地点（地点４～９）にお
いては，移動量が小さくなる傾向が確認された。 

 津波の周期はいずれの地点においても同程度であるため，流速が最大となる地点１及び地点13を用いて
漂流物の移動量を算定。 

図 流向・流速抽出地点 

御津漁港

片句漁港

手結漁港

恵曇漁港

地点１

地点２

地点３

地点７

地点４

地点５

地点８

地点６

地点９

大芦漁港
地点11

地点10
地点12 地点13

 抽出地点・範囲の妥当性，網羅性については，発電所から1kmの３地点に加え，3km及び5kmの６
地点における流向・流速時刻歴解析を実施し検討を行った。 

 ９地点の流向・流速時刻歴解析結果（次頁参照）から，1km，3km，5km地点の傾向としては，
基準津波の最大流速分布でも示されるとおり，発電所近傍になるにつれ（5km⇒3km⇒1km）流速
は速くなる傾向である。 

 津波の周期はいずれの地点においても同程度であるため，流速が最大となる地点１を選定。 

漂流物調査範囲の設定（流向・流速抽出地点） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

 抽出地点・範囲の妥当性，網羅性については，敷地前面の９地点に加え，周辺漁港の位置や漁船の航
行等考慮し，４地点追加し，計13の地点における流向・流速時刻歴解析を実施し検討を行った。 

 仮想的な浮遊物の軌跡解析の結果（次頁参照）からも，３km及び５kmの地点（地点４～９）にお
いては，移動量が小さくなる傾向が確認された。 

 津波の周期はいずれの地点においても同程度であるため，流速が最大となる地点１及び地点13を用いて
漂流物の移動量を算定。 

図 流向・流速抽出地点 

御津漁港

片句漁港

手結漁港

恵曇漁港

地点１

地点２

地点３

地点７

地点４

地点５

地点８

地点６

地点９

大芦漁港
地点11

地点10
地点12 地点13

漂流物調査範囲の設定（流向・流速抽出地点） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
20191212提出内容 
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基準津波１（防波堤有り） 基準津波１（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

 仮想的な浮遊物の軌跡解析結果からも，3km，5km地点においては，移動量が小さくなる傾向が確認
できる。 

島根原子力発電所 

地点1 

地点2 

地点3 

地点4 

地点5 

地点9 地点7 

地点8 

地点6 

地点1 

地点2 
地点3 

地点4 

地点5 

地点9 地点7 

地点8 

地点6 

始点，終点 

始点，終点 

始点，終点 

始点，終点 

始点，終点 始点，終点 

始点 

終点 

仮想的な浮遊物の軌跡解析 

始点 

終点 

始点 

終点 

始点，終点 

始点，終点 

始点，終点 

始点，終点 

始点，終点 

始点 終点 

始点 
終点 

始点 終点 

始点，終点 

※ 軌跡解析の解析時間は基準津波の解析時間と同じ６時間とした。 

 

島根原子力発電所 

地点 1 

地点 2 

地点 3 

地点 4 地点 6 

地点 10 
地点 11 

地点 12 

地点 13 

凡例 

■：始点 

●：終点 

地点 5 

地点 9 

地点 8 

地点 7 

 

凡例 

■：始点 

●：終点 

地点 1 

地点 2 

地点 3 

地点 4 地点 6 

地点 10 
地点 11 

地点 12 

地点 13 

地点 5 

地点 9 

地点 8 

地点 7 

島根原子力発電所 

基準津波１（防波堤有り） 基準津波１（防波堤無し） 

水粒子の軌跡解析 

※ 軌跡解析の解析時間は基準津波の解析時間と同じ６時間とした。 

 水粒子の軌跡解析結果からも，3km，5km地点においては，移動量が小さい傾向が確認できる。 

 

島根原子力発電所 

地点 1 

地点 2 

地点 3 
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地点 11 

地点 12 
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凡例 

■：始点 

●：終点 
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島根原子力発電所 

地点 1 

地点 2 

地点 3 

地点 4 地点 6 

地点 10 
地点 11 

地点 12 

地点 13 

凡例 

■：始点 

●：終点 

地点 5 
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漂流物調査範囲の設定（仮想的な浮遊物の軌跡解析） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 

 仮想的な浮遊物の軌跡解析結果からも，3km，5km地点においては，移動量が小さくなる傾向が確認
できる。 

仮想的な浮遊物の軌跡解析 

※ 軌跡解析の解析時間は基準津波の解析時間と同じ６時間とした。 

 

島根原子力発電所 

地点 1 
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島根原子力発電所 
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島根原子力発電所 
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島根原子力発電所 

 

島根原子力発電所 
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漂流物調査範囲の設定（仮想的な浮遊物の軌跡解析） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
20191212提出内容 



14 

5

k

m

 

3

k

m

 

1

k

m

 

流速が最大となる地点（地点１） 

5

k

m

 

3

k

m

 

1

k

m

 
0

1

2

3

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速

(m
/s

)

時間(分)

流速(m/s)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向 線形 (流向)

地点１

0

1

2

3

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速

(m
/s

)

時間(分)

流速(m/s)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向

地点２

0

1

2

3

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速

(m
/s
)

時間(分)

流速(m/s)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向

地点３

0

1

2

3

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速

(m
/s

)

時間(分)

流速(m/s)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向

地点４

0

1

2

3

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速

(m
/s

)

時間(分)

流速(m/s)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向

地点５

0

1

2

3

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速

(m
/s

)

時間(分)

流速(m/s)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向

地点６

0

1

2

3

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速

(m
/s

)

時間(分)

流速(m/s)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向

地点７

0

1

2

3

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速

(m
/s

)

時間(分)

流速(m/s)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向

地点８

0

1

2

3

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速

(m
/s

)

時間(分)

流速(m/s)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向

地点９

流速が最大となる地点 

地点７ 地点８ 地点９ 

地点４ 

地点５ 
地点６ 

地点１ 地点２ 地点３ 

漂流物調査範囲の設定（各地点の流向・流速（1/2）） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
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審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
20191212提出内容 
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漂流物調査範囲の設定（各地点の流向・流速（2/2） ） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
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漂流物調査範囲の設定（各地点の流向・流速（2/2） ） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 20191212提出内容 
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先行炉の設定方法 
ⅰ）継続時間×津波流速×２＋裕度 
ⅱ）継続時間×津波流速＋裕度 
ⅲ）（１波目の押波継続時間＋２波目の押波継続時間）×津波流速
＋裕度 
島根２号炉への適用 
ⅰ) 240秒×1.8m/s×2＋裕度＝900m＋裕度 
ⅱ) 240秒×1.8m/s+裕度＝450m＋裕度 
ⅲ）（240秒+200秒）×1.8m/s+裕度＝800m＋裕度 
※島根２号炉においては，ⅰ）の設定方法を採用 

 漂流物調査の範囲の設定方法の保守性については，以下のとおり，先行炉と同様な設定方法を用いて検
討している。 

   なお，島根２号炉は津波の周期が短いため，漂流物移動量は先行炉と比べ，短い結果となっている。 
 発電所方向に向かう流れ（地点１においては南東方向が発電所方向ではあるが，南方向の流れ全てを対
象とした）の継続時間とその最大流速の積を基準津波１波による漂流物の移動量とした。 

 基準津波１波による漂流物の移動量は，引き波による反対方向の流れを考慮せず，寄せ波の２波分が
１波と同様な条件（最大継続時間とその最大流速）で押し寄せると仮定し２倍し，900mと算定。 

 漂流物の移動量は900mとなるが，保守的に半径5kmの範囲を漂流物調査の範囲とする。 

地点１ ① ② ③ ④ 

継続時間(s) 185 222 193 98 

流速(m/s) 1.2 1.8 1.6 2.2 

移動量(m) 222 400 309 216 

１波による移動量 

②における継続時間を保守的に240秒(4分）とし，１波による移動
量を約450mと算定。 

基準津波による流向・流速時刻歴波形 

先行炉の設定方法 
ⅰ）継続時間×津波流速×２＋裕度 
ⅱ）継続時間×津波流速＋裕度 
ⅲ）（１波目の押波継続時間＋２波目の押波継続時間）×津波流速＋裕度 
島根２号炉への適用 
ⅰ) 240秒×1.8m/s×2＋裕度＝900m＋裕度 
ⅱ) 240秒×1.8m/s+裕度＝450m＋裕度 
ⅲ）（240秒+200秒）×1.8m/s+裕度＝800m＋裕度 
※島根２号炉においては，ⅰ）の設定方法を採用 

 漂流物調査の範囲の設定については，以下のとおり，先行炉と同様な設定方法を用いて検討している。 
   なお，島根２号炉は津波の周期が短いため，漂流物移動量は先行炉と比べ，短い結果となっている。 
 発電所方向に向かう流れの継続時間とその最大流速の積を基準津波１波による漂流物の移動量とした。 
 基準津波１波による漂流物の移動量は，引き波による反対方向の流れを考慮せず，寄せ波の２波分が１
波と同様な条件（最大継続時間とその最大流速）で押し寄せると仮定し２倍し，地点１における移動量を
900m，地点13における移動量を640mと算定（次頁参照）。 

 漂流物の移動量は900mとなるが，保守的に半径5kmの範囲を漂流物調査の範囲とする。 
 

御津漁港

片句漁港

手結漁港

恵曇漁港

大芦漁港

漂流物調査範囲 

漂流物調査範囲の設定（1/2） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】  
  

 

 

 

 

 
  

 

先行炉の設定方法 
ⅰ）継続時間×津波流速×２＋裕度 
ⅱ）継続時間×津波流速＋裕度 
ⅲ）（１波目の押波継続時間＋２波目の押波継続時間）×津波流速
＋裕度 
島根２号炉への適用 
ⅰ) 240秒×1.8m/s×2＋裕度＝900m＋裕度 
ⅱ) 240秒×1.8m/s+裕度＝450m＋裕度 
ⅲ）（240秒+200秒）×1.8m/s+裕度＝800m＋裕度 
※島根２号炉においては，ⅰ）の設定方法を採用 

 漂流物調査の範囲の設定については，以下のとおり，先行炉と同様な設定方法を用いて検討している。 
   なお，島根２号炉は津波の周期が短いため，漂流物移動量は先行炉と比べ，短い結果となっている。 
 発電所方向に向かう流れの継続時間とその最大流速の積を基準津波１波による漂流物の移動量とした。 
 基準津波１波による漂流物の移動量は，引き波による反対方向の流れを考慮せず，寄せ波の２波分が１
波と同様な条件（最大継続時間とその最大流速）で押し寄せると仮定し２倍し，地点１における移動量を
900m，地点13における移動量を640mと算定（次頁参照）。 

 漂流物の移動量は900mとなるが，保守的に半径5kmの範囲を漂流物調査の範囲とする。 
 

御津漁港

片句漁港

手結漁港

恵曇漁港

大芦漁港

漂流物調査範囲 

漂流物調査範囲の設定（1/2） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
20191212提出内容 
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基準津波による流向・流速時刻歴波形（地点１） 

地点１ ① ② ③ ④ 

継続時間(s) 185 222 193 98 

流速(m/s) 1.2 1.8 1.6 2.2 

移動量(m) 222 400 309 216 

地点１における１波による移動量 
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基準津波による流向・流速時刻歴波形（地点13） 

地点１3 ① ② ③ ④ 

継続時間(s) 181 150 97 31 

流速(m/s) 1.6 1.8 2.0 2.2 

移動量(m) 290 270 194 69 

地点13における１波による移動量 
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地点13

基準津波による流向・流速時刻歴波形（地点13） 

地点１3 ① ② ③ ④ 

継続時間(s) 181 150 97 31 

流速(m/s) 1.6 1.8 2.0 2.2 

移動量(m) 290 270 194 69 

地点13における１波による移動量 

①における継続時間を保守的に200秒とし，１波による移動量を約
320mと算定。 

基準津波による流向・流速時刻歴波形（地点１） 

地点１ ① ② ③ ④ 

継続時間(s) 185 222 193 98 

流速(m/s) 1.2 1.8 1.6 2.2 

移動量(m) 222 400 309 216 

地点１における１波による移動量 

②における継続時間を保守的に240秒(4分）とし，１波による移動
量を約450mと算定。 

漂流物調査範囲の設定（2/2） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
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地点13

基準津波による流向・流速時刻歴波形（地点13） 

地点１3 ① ② ③ ④ 

継続時間(s) 181 150 97 31 

流速(m/s) 1.6 1.8 2.0 2.2 

移動量(m) 290 270 194 69 

地点13における１波による移動量 

①における継続時間を保守的に200秒とし，１波による移動量を約
320mと算定。 

基準津波による流向・流速時刻歴波形（地点１） 

地点１ ① ② ③ ④ 

継続時間(s) 185 222 193 98 

流速(m/s) 1.2 1.8 1.6 2.2 

移動量(m) 222 400 309 216 

地点１における１波による移動量 

②における継続時間を保守的に240秒(4分）とし，１波による移動
量を約450mと算定。 

漂流物調査範囲の設定（2/2） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.6,11,27】 
20191212提出内容 
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【No.30】 
 軌跡シミュレーションについては，水分子の移動解析か津波の海面に浮遊する物体（漂流物）の移動解析
かを確認した上で，浮遊物体の移動解析であれば，解析手法の妥当性（新しい解析手法なのかを含む），
漂流物の到達範囲の適用性について説明すること。特に，解析手法の妥当性については，漂流物の特性
（重量，慣性力，流水抵抗形状等）や移動継続時間に関する考え方を説明すること。なお，解析手法の
妥当性の確認は，先行審査の適用実績及び適用範囲を踏まえて行うこと。 

 軌跡解析については，仮想的な浮遊物の移動解析※であり，先行電力と同様の手法であることを確認した
（具体的な算定方法を下図に示す）。 

 漂流物と仮想的な浮遊物の軌跡は一致するものではないが，仮想的な浮遊物の軌跡は漂流物の挙動と
比較して敏感であることから，漂流物の移動に係る傾向把握の参考情報として用いる。 

𝑋1 = 𝑋0 + 𝑢𝑑𝑡
𝑡1

0

 

X1：t1における位置 

X0：t=0における位置 

u：時刻tにおける仮想的な浮遊物の流速 

u2 u1 

 浅水理論に基づく津波解析により，計算格
子辺毎に津波流速(u or v)を算定。 

 下式により，時刻t1における仮想的な浮
遊物の位置を算定 

●軌跡解析 ●津波解析 

v1 

v2 

※ 津波解析から求まる流向流速をもとに，質量を持たず，抵抗を考慮しない仮想的な浮遊物が，海表面を移動する軌跡
を示す解析。 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.30】 

【No.30】 
 軌跡シミュレーションについては，水分子の移動解析か津波の海面に浮遊する物体（漂流物）の移動解析
かを確認した上で，浮遊物体の移動解析であれば，解析手法の妥当性（新しい解析手法なのかを含む），
漂流物の到達範囲の適用性について説明すること。特に，解析手法の妥当性については，漂流物の特性
（重量，慣性力，流水抵抗形状等）や移動継続時間に関する考え方を説明すること。なお，解析手法の
妥当性の確認は，先行審査の適用実績及び適用範囲を踏まえて行うこと。 

 軌跡解析については，仮想的な浮遊物の移動解析※であり，先行電力と同様の手法(水粒子の軌跡解
析)であることを確認した（具体的な算定方法を下図に示す）。 

 漂流物と仮想的な浮遊物の軌跡は一致するものではないが，仮想的な浮遊物の軌跡は漂流物の挙動と
比較して敏感であることから，漂流物の移動に係る傾向把握の参考情報として用いる。 

𝑋1 = 𝑋0 + 𝑢𝑑𝑡
𝑡1

0

 

X1：t1における位置 

X0：t=0における位置 

u：時刻tにおける仮想的な浮遊物の流速 

u2 u1 

 浅水理論に基づく津波解析により，計算格
子辺毎に津波流速(u or v)を算定。 

 下式により，時刻t1における仮想的な浮
遊物の位置を算定 

●軌跡解析 ●津波解析 

v1 

v2 

※ 津波解析から求まる流向流速をもとに，質量を持たず，抵抗を考慮しない仮想的な浮遊物が，海表面を移動する軌跡
を示す解析。 

20191212提出内容 
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【No.28】 
 基礎に設置された対象物が漂流物とならない根拠は３．１１地震で基礎に設置された漂流物が漂流した実績や先行サイトで基礎に設置された
対象物が漂流物となる可能性を評価している実績を踏まえて整理し，漂流物評価フローに反映して説明すること。また，重量と浮力の観点から漂
流物の判断を行う評価フロー箇所において，気密性に関する評価の考え方とその妥当性を整理し，漂流物評価フローに反映して説明すること。 

漂流物の抽出範
囲の設定 

発電所周辺の地形の把握 

基準津波の流況の確認 

検討対象施設・設備の抽出 

調査分類(発電所構内(海域)) 調査分類(発電所構内(陸域)) 

調査分類(発電所構外(海域)) 調査分類(発電所構外(陸域)) 

Step1 
【漂流する可能性】 

漂流するか。 

漂流物の選定・ 
影響確認フロー 

施設・設備の設置
位置は敷地内か。 

滑動するか。 

※１ 3.11地震に伴う津波の被
害実績を踏まえ，RC造及び鉄
骨造の建物の開口部（扉や窓
等）は破損して気密性が喪失す
るが，車両の気密性については，
保持されることとする。さらに，敷
地内のRC造の建物については，
気密性が喪失した状態を想定す
るが，破損した開口部の上端か
ら天井までの空間を内空として考
慮する。 

≪判断基準（Noの場合）≫ 
a.安全対策工事完了時までに津波遡上域から撤去する。 
b.主材料及び気密性※１を踏まえた比重から浮かない。 
c.3.11地震及び津波の実績を踏まえ，本来の形状を維持したまま漂流しない。 
d.緊急退避に係る手順やマニュアルが整備されており緊急退避の実効性が確認されてい
る，又は津波に対する係留索の健全性が確認されている。 

≪判断基準（Noの場合）≫ 
a. 安全対策工事完了時までに津波遡上域から撤去する。 
e.施設，設備の設置状況又は構造から津波波力を受けにく
いため，滑動しない。※２ 
f.安定流速が最大流速を上回るため滑動しない。 
g.3.11地震に伴う津波の実績から滑動しない。 

Yes 

漂流及び滑動しないため
取水性に影響しない。 

漂流しないため取水性に
影響しない。 

No 

No 

No 

２号炉取水口に到達
するか。 

２号炉取水口は閉塞
するか。 

対策を実施する。 

漂流又は滑動し，２号
炉取水口に到達する
が，取水口を閉塞しな
いため，取水性に影響し
ない。 

Step2 
【到達する可能性】 

Step3 
【閉塞する可能性】 

≪判断基準（Noの場合）≫ 
j.漂流物が到達した場合でも非常用海水ポンプの取水が可能である。（形状又は
投影面積から判断） 
 

≪判断基準（Noの場合）≫ 
h.設置状況及び基準津波の流況から到達しない。 
i.取水口上部の水面に留まる，又は取水口との高低差から到達しない。 

Yes 

漂流又は滑動するが，
２号炉取水口に到達し
ないため取水性に影響し
ない。 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

No 

※２ 以下の場合に滑動しないと仮
定する。 
・3.11地震に伴う津波の被害実績
を踏まえ，鉄骨等の建物が地震や
津波によって壁在等が剥がれて骨組
みのみとなった場合。 
・主材料が鋼材又はコンクリートであ
り，線状構造，細長い円筒形の構
造及び格子状の構造の設備，並び
に地中部に設置している設備の場
合 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

 3.11地震で基礎に設置された漂流物が漂流した実績や重量と浮力の観点から気密性に関する評価の考え方と妥当性を整理し，漂流物評価
フローを見直した。 

漂流物評価フロー（見直し後） 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.28】 
漂流物評価フロー 
 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.28】 
漂流物評価フロー 
 【No.28】 

 基礎に設置された対象物が漂流物とならない根拠は３．１１地震で基礎に設置された漂流物が漂流した実績や先行サイトで基礎に設置された
対象物が漂流物となる可能性を評価している実績を踏まえて整理し，漂流物評価フローに反映して説明すること。また，重量と浮力の観点から漂
流物の判断を行う評価フロー箇所において，気密性に関する評価の考え方とその妥当性を整理し，漂流物評価フローに反映して説明すること。 

漂流物の抽出範
囲の設定 

発電所周辺の地形の把握 

基準津波の流況の確認 

検討対象施設・設備の抽出 

調査分類(発電所構内(海域)) 調査分類(発電所構内(陸域)) 

調査分類(発電所構外(海域)) 調査分類(発電所構外(陸域)) 

Step1 
【漂流する可能性】 

漂流するか。 

漂流物の選定・ 
影響確認フロー 

施設・設備の設置
位置は敷地内か。 

滑動する
か。 

※１ 3.11地震に伴う津波の被
害実績を踏まえ，RC造及び鉄
骨造の建物の開口部（扉や窓
等）は破損して気密性が喪失す
るが，車両の気密性については，
保持されることとする。さらに，敷
地内のRC造の建物については，
気密性が喪失した状態を想定す
るが，破損した開口部の上端か
ら天井までの空間を内空として考
慮する。 

≪判断基準（Noの場合）≫ 
a.安全対策工事完了時までに津波遡上域から撤去する。 
b.主材料及び気密性※１を踏まえた比重から浮かない。 
c.3.11地震及び津波の実績を踏まえ，本来の形状を維持したまま漂流しない。 
d.緊急退避に係る手順やマニュアルが整備されており緊急退避の実効性が確認されてい
る，又は津波に対する係留索の健全性が確認されている。 

≪判断基準（Noの場合）≫ 
a. 安全対策工事完了時までに津波遡上域から撤去する。 
e.施設，設備の設置状況又は構造から津波波力を受けにく
いため，滑動しない。※２ 
f.安定流速が最大流速を上回るため滑動しない。 
g.3.11地震に伴う津波の実績から滑動しない。 

Yes 

漂流及び滑動しないため
取水性に影響しない。 

漂流しないため取水性に
影響しない。 

No 

No 

No 

２号炉取水口に到達
するか。 

２号炉取水口は閉塞
するか。 

対策を実施する。 

漂流又は滑動し，２号
炉取水口に到達するが，
取水口を閉塞しないため，
取水性に影響しない。 

Step2 
【到達する可能性】 

Step3 
【閉塞する可能性】 

≪判断基準（Noの場合）≫ 
j.漂流物が到達した場合でも非常用海水ポンプの取水が可能である。（形状又は
投影面積から判断） 
 

≪判断基準（Noの場合）≫ 
h.設置状況及び基準津波の流況から到達しない。 
i.取水口上部の水面に留まる，又は取水口との高低差から到達しない。 

Yes 

漂流又は滑動するが，
２号炉取水口に到達し
ないため取水性に影響し
ない。 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

No 

※２ 以下の場合に滑動しないと仮
定する。 
・3.11地震に伴う津波の被害実績
を踏まえ，鉄骨等の建物が地震や
津波によって壁在等が剥がれて骨組
みのみとなった場合。 
・主材料が鋼材又はコンクリートであ
り，線状構造，細長い円筒形の構
造及び格子状の構造の設備，並び
に地中部に設置している設備の場
合 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

 3.11地震で基礎に設置された漂流物が漂流した実績や重量と浮力の観点から気密性に関する評価の考え方と妥当性を整理し，漂流物評価
フローを見直した。 

漂流物評価フロー（見直し後） 

20191212提出内容 
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【No.29】 
 漂流する可能性がある対象物（プレジャーボート，消波ブロック，捨て石マウンド，護岸構成材，荷揚場の退避できない車両，東防波堤の衝
突船舶等）について，海水ポンプの取水性に影響を与えないとする評価の考え方と根拠を説明すること。また，敷地の３～５ｋｍの範囲を航行す
る船舶の種類及びその船舶がサイトに与える影響について説明すること。 

 発電所構内（海域・陸域）の漂流する可能性がある対象物の評価の結果，漂流物となり取水口に到達する可能性がある対象物についても，
取水口呑口の断面寸法と非常用海水冷却系に必要な通水量を考慮すると，非常用海水冷却系に必要な取水口及び取水路の通水性に影
響を及ぼさない。 

 発電所構内（海域・陸域）の漂流する可能性がある対象物の評価結果の抜粋を以下に示す。 
発電所構内（海域・陸域）の漂流物評価結果※１ （抜粋）   

分類 名称 重量 
Step1（漂流する可能性） 

Step2 
（到達する可能性） 

Step3 
（閉塞する可能性） 

評価 
結果 

漂流 
滑動 

検討結果 比重※２ 

防波堤 

防波堤 
ケーソン 

10,000t 
以上 

【判断基準:b】 
当該設備の比重と海水の
比較を比較した結果，漂
流物とはならない。 

コンクリート比重 
【2.34】 

【判断基準:f】 
発電所近傍の最大流速10.0m/sに対して，当該設備の
安定流速は19.2m/s以上であることから，滑動しない。 

－ － Ⅱ 

消波ブロック 80t 

発電所近傍の最大流速10.0m/sに対して，当該設備
の安定流速はそれぞれ，8.6m/s，5.8~6.5m/s，
2.4~3.6m/sであることから，滑動する。 

【判断基準:h】 
取水口への連続的な流れは確認されな
いことから取水口へ到達しない。 

－ Ⅲ 
被覆ブロック 8～16t 

基礎捨石 
50～
500kg 

石材比重 
【2.29】 

比較的軽量であるため，取水口への到
達を考慮 

【判断基準:j】 
取水口呑口の断面寸法と非常用海水冷却系に必要な
通水量を考慮すると，通水性に影響を及ぼさない。 

Ⅳ 

護岸※３ 

消波ブロック 12.5t 

【判断基準:b】 
当該設備と海水の比重を
比較した結果，漂流物とは
ならない。 

コンクリート比重 
【2.34】 

発電所近傍の最大流速10.0m/sに対して，当該設備
の安定流速はそれぞれ，6.3m/s，4.3m/s，2.2m/s
であることから，滑動する。 

【判断基準:h】 
取水口への連続的な流れは確認されな
いことから取水口へ到達しない。 

－ Ⅲ 
被覆石 1.5t 

石材比重 
【2.29】 

捨石 30kg以上 
比較的軽量であるため，取水口への到
達を考慮 

【判断基準:j】 
取水口呑口の断面寸法と非常用海水冷却系に必要な
通水量を考慮すると，通水性に影響を及ぼさない。 

Ⅳ 

機器類 
試験用 
ウエイト 

約22t 

【判断基準:b】 
当該設備と海水の比重を
比較した結果，漂流物とは
ならない。 

コンクリート比重 
【2.34】 

発電所近傍の最大流速10.0m/sに対して，当該設備
の安定流速は6.9m/sであることから，滑動する。 

【判断基準:i】 
滑動し港湾内に沈んだ場合においても，
海底面から5.5mの高さを有する取水
口に到達することはない。 

－ Ⅲ 

船舶 

温排水影響 
調査作業船 

約10t 

輪谷湾内で漂流物となる
可能性がある。 

－ － 

【判断基準:i】 
漂流した場合においても，取水口上部
の水面に留まることから，取水口に到達
しない。 

－ 
（【判断基準:j】 
万一，防波堤に衝突する等により沈降した場合において
も，作業船の最大規模は約10t（総トン数）であり，
喫水約1.5m,船体長さ約10m，幅約4mであるのに
対し，取水口の取水面積は十分に大きいことから，取
水口を閉塞する可能性はない。） 

Ⅲ 
(Ⅳ) 

格子状定線
水温測定作
業船 

約3t 

No. 
分
類 

名称 重量 Step1（漂流する可能性） 
Step2 

（到達する可能性） 

Step3 
（閉塞する可能性） 

評
価 

③ 

防
波
堤 

① 

船舶 

燃料等輸送船 約5,000t 

【判断基準:d】 
緊急退避に係る手順が整備されており
緊急退避の実効性を確認した。 
また，津波に対する係留索の健全性を
確認した。 

－ － － Ⅰ 

② 

温排水影響調査作業船 約10t 

到達の速い津波に対しては，輪谷湾内
で漂流物となる可能性がある。 

－ 

【判断基準:i】 
漂流した場合にお
いても，取水口
上部の水面に留
まることから，取
水口に到達しない。 

－ 
（【判断基準:j】 
万一，取水口上部で沈降し
た場合においても，作業船の
最大規模は約10t（総トン
数）であり，喫水約1.5m,船
体長さ約10m，幅約4mであ
るのに対し，取水口の取水面
積は十分に大きいことから，取
水口を閉塞する可能性はな
い。） 

Ⅲ 

人工リーフ海藻草調査作業船 約3～6t 
格子状定線水温測定作業船 約8t 

港漏油拡散防止業務作業船 
1t未満～ 
約10t 

環境試料採取作業船 1t未満 
海象計点検作業船 約2～10t 
使用済燃料の輸送に伴う作業船 約2～10t 

フラップゲート点検作業船 約7t 

③ 防波堤 

本体（上部コンクリート），被
覆ブロック等 

約16t～ 【判断基準:b】 
当該設備の比重と海水の比重を比較
した結果，漂流物とはならない。 

2.3 
【判断基準:f】 
  

  Ⅱ 

捨石 約50kg～ 2.3     Ⅲ 

No. 
評価
分類 

種類 名称 主材料 重量 

Step1 

漂流 滑動 

評価 
検討結果 比重 

設置 
場所 

検討結果 

1 

① 
鉄骨造 
建物 

荷揚場 
詰所 

鋼材（鉄骨造） 
ALC版 

－ 

【判断基準:b,c】 
扉や窓等の開口部及び壁材
等が地震又は津波波力により
破損して気密性が喪失し，施
設内部に津波が流入する。こ
のことを踏まえ，施設本体につ
いては，主材料である鋼材の
比重から漂流物とはならない。
また，壁材であるスレートの比
重と海水の比重を比較した結
果，漂流物とはならない。 
一方，海水比重を下回る壁
材等については漂流物となる。 

≪施設本体≫ 
鋼材比重 
【7.85】 

発電
所敷
地内 

【判断基準:e,g】 
施設本体（鉄骨のみ）
は，津波波力を受けにく
い構造であるとともに，
3.11地震に伴う津波の
実績から滑動しない。 

Ⅱ 

2 
デリック 
巻上装置
建物 

鋼材（鉄骨造） 
スレート 

－ 

≪施設本体以外≫ 
ALC版比重 
【0.65】 

－ 
Step2 
（漂流） 

≪施設本体以外≫ 
スレート比重 
【1.5】 

【判断基準:e】 
線状構造であり，津波
波力を受けにくい構造で
あることから，滑動しない。 

－ 

4 

 ②  機器類 

デ リ ッ ク ク
レーンキャス
ク 取 扱 機
器収納庫 

鋼材 
約144
ｔ 

【判断基準:b】 
当該設備の比重と海水の比
重を比較した結果，漂流物と
はならない。 

鋼材比重 
【7.85】 

発 電
所 敷
地内 

【判断基準:e】 
線状構造であり，津波
波力を受けにくいため，
滑動しない。 

Ⅱ 

8 
試験用コン
クリートウィ
エイト 

コンク 
リート 

約22t 

【判断基準:b】 
当該設備の比重と海水の比
重を比較した結果，漂流物と
はならない。 

コンクリート比重 
【2.34】 

発 電
所 敷
地内 

発電所の港湾内の最大
流速○m/sに対して，
当該設備の安定流速は
6.9m/sであることから，
滑動する。 

Step2 
（滑動） 

No. 
評価分
類 

種類 名称 主材料 重量 
Step1 

漂流 滑動 評価 
9 ③ その他漂

流物とな
り得る物 

オイルフェンス 鋼材 約3.8t 【判断基準:b】 
当該設備の比重と海水の比重を比
較した結果，漂流物とはならない。 

鋼材比重 
【7.85】 

発電所
敷地内 

【判断基準:e】 
格子状の構造であり，
津波波力を受けにくい
ため，滑動しない。 

Ⅱ 

10 変圧器・制御
盤① 

鋼材 
  
  

約0.1t 【判断基準:b】 
当該設備の比重と海水の比重を比
較した結果，漂流物とはならない。 

鋼材比重 
【7.85】 

発電所
敷地内 

比較的軽量物であり，
滑動するとして評価。 

Step2 
（滑
動） 

13 防舷材
（フォーム
式） 
  

ゴム 約1t 

中が空洞であり，気密性も有するた
め，漂流するとして評価。 

－ 
発電所
敷地内 

－ 

Step2 
（漂
流） 

14 防舷材（空
気式） 

ゴム 約0.5t 

No. 
評価分
類 

種類 名称 主材料 Step1の結果 
Step2 

（到達する可能性） 
Step3 

（閉塞する可能性） 
評価 

2 ① 

鉄骨造
建物 

デリック巻上装
置建物 

施設本体（鋼
材） 

壁材（ALC版） 

地震又は津波波力により施
設本体から分離した海水比
重を下回る壁材等について
は，がれき化して漂流物とな
る。 

【判断基準i】 
想定する壁在等については，がれ
き化して漂流物となる可能性がある
が，想定するがれきは軽量であり，
水面に浮遊することから，水中にあ
る取水口に到達しない。 

－ Ⅲ 

3 

② 機器類 

キャスク取扱機
器収納庫 

鋼材 
中が空洞であり，気密性も
有するため，漂流する。 

【判断基準i】 
気密性があり漂流物となる設備は，
取水口上部に留まるため，取水口
に到達しない。 

（【判断基準j】 
万一，取水口上部で沈降し
たとしても，海底面から3mの
高さを有する取水口を閉塞す
ることは無いと評価した。 

Ⅲ 

8 
試験用コンクリー
トウィエイト 

コンクリート 

発電所の港湾内の最大流
速○m/sに対して，当該設
備の安定流速は6.9m/sで
あることから，滑動する。 

【判断基準i】 
滑動し港湾内に沈んだ場合におい
ても，海底面から3mの高さを有す
る取水口に到達することは無いと評
価した。 

  Ⅲ 

※１判断基準及び評価結果の凡例はP19に示す「漂流物評価フロー」参照 
※２コンクリートの比重は道路橋示方書・同解説より設定，石材の比重は港湾の施設の技術上の基準・同解説より設定。 
※３防波壁東端部付近の落石については，消波ブロック(12.5t)より小さく，同様な評価となる。 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.29】 
漂流物評価結果（１/3） 

20191212提出内容 

【No.29】 
 漂流する可能性がある対象物（プレジャーボート，消波ブロック，捨て石マウンド，護岸構成材，荷揚場の退避できない車両，東防波堤の衝
突船舶等）について，海水ポンプの取水性に影響を与えないとする評価の考え方と根拠を説明すること。また，敷地の３～５ｋｍの範囲を航行す
る船舶の種類及びその船舶がサイトに与える影響について説明すること。 

 漂流物評価フローに基づき，漂流する可能性がある対象物について，海水ポンプの取水性に影響を与えないことを確認した。 

漂流物評価結果※１  抜粋 

分類 名称 重量 
Step1（漂流する可能性） 

Step2 
（到達する可能性） 

Step3 
（閉塞する可能性） 

評価 
結果 

漂流 
滑動 

検討結果 比重※２ 

防波堤 

防波堤 
ケーソン 

10,000t 
以上 

【判断基準:b】 
当該設備の比重と海水の
比較を比較した結果，漂
流物とはならない。 

コンクリート比重 
【2.34】 

【判断基準:f】 
発電所近傍の最大流速10.0m/sに対して，当該
設備の安定流速は19.2m/s以上であることから，
滑動しない。 

－ － Ⅱ 

消波ブロック 80t 
発電所近傍の最大流速10.0m/sに対して，当該
設備の安定流速はそれぞれ，8.6m/s，
5.8~6.5m/s，2.4~3.6m/sであることから，滑
動する。 

【判断基準:h】 
取水口への連続的な流れは確認されな
いことから取水口へ到達しない。 

－ Ⅲ 
被覆ブロック 8～16t 

基礎捨石 
50～
500kg 

石材比重 
【2.29】 

比較的軽量であるため，取水口への到
達を考慮 

【判断基準:j】 
取水口呑口の断面寸法と非常用海水冷却系に必要な
通水量を考慮すると，通水性に影響を及ぼさない。 

Ⅳ 

護岸※３ 

消波ブロック 12.5t 

【判断基準:b】 
当該設備と海水の比重を
比較した結果，漂流物とは
ならない。 

コンクリート比重 
【2.34】 

発電所近傍の最大流速10.0m/sに対して，当該
設備の安定流速はそれぞれ，6.3m/s，4.3m/s，
2.2m/sであることから，滑動する。 

【判断基準:h】 
取水口への連続的な流れは確認されな
いことから取水口へ到達しない。 

－ Ⅲ 
被覆石 1.5t 

石材比重 
【2.29】 

捨石 30kg以上 
比較的軽量であるため，取水口への到
達を考慮 

【判断基準:j】 
取水口呑口の断面寸法と非常用海水冷却系に必要な
通水量を考慮すると，通水性に影響を及ぼさない。 

Ⅳ 

機器類 
試験用 
ウエイト 

約22t 

【判断基準:b】 
当該設備と海水の比重を
比較した結果，漂流物とは
ならない。 

コンクリート比重 
【2.34】 

発電所近傍の最大流速10.0m/sに対して，当該
設備の安定流速は6.9m/sであることから，滑動す
る。 

【判断基準:i】 
滑動し港湾内に沈んだ場合においても，
海底面から5.5mの高さを有する取水
口に到達することはない。 

－ Ⅲ 

船舶 

温排水影響 
調査作業船 

約10t 

輪谷湾内で漂流物となる
可能性がある。 

－ － 

【判断基準:i】 
漂流した場合においても，取水口上部
の水面に留まることから，取水口に到達
しない。 

－ 
（【判断基準:j】 
万一，防波堤に衝突する等により沈降した場合において
も，作業船の最大規模は約10t（総トン数）であり，
喫水約1.5m,船体長さ約10m，幅約4mであるのに
対し，取水口の取水面積は十分に大きいことから，取
水口を閉塞する可能性はない。） 

Ⅲ 
(Ⅳ) 

格子状定線
水温測定作
業船 

約3t 

※１判断基準及び評価結果の凡例はP19に示す「漂流物評価フロー」参照 
※２コンクリートの比重は道路橋示方書・同解説より設定，石材の比重は港湾の施設の技術上の基準・同解説より設定。 
※３防波壁東端部付近の落石については，消波ブロック(12.5t)より小さく，同様な評価となる。 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.29】 
漂流物評価結果（1/3） 
 

【発電所構内（海域・陸域）の漂流物評価結果】 
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 荷揚場車両については，以下のとおり海水ポンプの取水性に影響を与えないと評価。 

 荷揚場に常駐する車両はない。 
 作業等で一時的に荷揚場に存在する場合でも，荷揚場に遡上する可能性のある日本海東縁部に想定
される地震による津波は，発電所に到達するまでの時間は約110分であり，十分な退避時間がある。 

 海域活断層に想定される地震による津波（基準津波４）は，荷揚場に遡上しない。 

基準津波４の最大水位上昇量分布※ 

漂流物評価結果（2/3） 
 

審査会合における指摘事項に対する回答【No.29】 

※：荷揚場（EL6.0ｍ）に対し，朔望平均満潮位+0.46m，潮位のばらつき0.16ｍを 
   併せた+0.62mを考慮しても遡上しない 

荷揚場 

20191212提出内容 

荷揚場車両については，以下のとおり海水ポンプの取水性に影響を与えないと評価。 

 荷揚場に常駐する車両はない。 
 作業等で一時的に荷揚場に存在する場合でも，荷揚場に遡上する可能性のある日本海東縁部に想定
される地震による津波は，発電所に到達するまでの時間は約110分であり，十分な退避時間がある。 

 海域活断層に想定される地震による津波（基準津波４）は，荷揚場に遡上しない。 

基準津波４の最大水位上昇量分布※ 

漂流物評価結果（2/3） 
審査会合における指摘事項に対する回答【No.29】 

※：荷揚場（EL6.0ｍ）に対し，朔望平均満潮位+0.46m，潮位のばらつき0.16ｍを 
   併せた+0.62mを考慮しても遡上しない 

荷揚場 

【発電所構内（海域・陸域）の漂流物評価結果（荷揚場車両）】 
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分類 名称 設置箇所 
Step1 

（漂流する可能性） 
Step2 

（到達する可能性） 
Step3 

（閉塞する可能性） 
評価
結果 

船舶 

漁船 

前面海域（航行） 

海上保安庁への聞取調査結果より発電所から約2km離れた沖合を航行
しており，津波来襲前に沖合への退避が十分に可能である。なお，基準
津波の策定位置（発電所沖合2.5km程度）において，2m程度の水
位変動である。 
以上より，漂流する可能性は低いと考えられるが，発電所に到達する可
能性についても評価を実施する。 

 【判断基準:h】 
流向ベクトルから発電所方向への連続的な流
れは確認されない。なお，輪谷湾入口近傍地
点の軌跡の傾向からも輪谷湾内へ向かう連続
的な流れは確認されないことから，発電所に到
達しない。 

－ Ⅲ 

プレジャー
ボート 海上保安庁への聞取調査結果より発電所から3.5km以上離れた沖合

を航行しており，津波来襲前に沖合への退避が十分に可能である。なお，
基準津波の策定位置（発電所沖合2.5km程度）において，2m程
度の水位変動である。 
さらに，総トン数20t以上の大型船舶については，国土交通省による検
査（定期検査，中間検査，臨時検査及び臨時航行検査）が義務
付けられており，故障等により操船できなくなるとは考えにくいことから，漂
流する可能性は低いと考えられる。 
ただし，発電所に到達する可能性についても評価を実施する。 

【判断基準:h】 
流向ベクトルから発電所方向への連続的な流
れは確認されない。なお，輪谷湾入口近傍
地点の軌跡の傾向からも輪谷湾内へ向かう
連続的な流れは確認されないことから，発電
所に到達しない。 
また，3km,5km地点では，初期位置から
ほぼ移動しないことが確認された。 

－ Ⅲ 

巡視船 

引き船 

タンカー 

貨物船 

帆船 

発電所構外（海域）の漂流物評価結果※ （抜粋） 

No. 分類 名称 設置箇所 
Step1 
（漂流する可能性） 

Step2 
（到達する可能性） 

Step3 
（閉塞する可能性） 

評価
結果 

① 
家屋・ 
車両等 

・家屋 
・車両 
・工場 

片句漁港周辺 
 津波が遡上することを想定し，
漂流物になるとして評価 

 【判断基準:h】 
発電所方向への連続的な
流れは確認されず，また，
輪谷湾入口近傍の船舶に
おいても輪谷湾内を漂流す
るような軌跡は確認されない
ことから，発電所に到達しな
いと判断。 

  Ⅲ 

漂流物評価結果（発電所構外（陸域）） 抜粋 

発電所構外（海域）（敷地の3～5kmの範囲を含む）の評価の結果，基準津波の流向・流速等の分析から，発電所方向への
連続的な流れはなく，発電所に到達しない。 

発電所構外（海域）の調査結果及び評価結果の抜粋を以下に示す。 

名称※１ 種類 設置箇所 発電所からの距離 重量（総トン数） 

漁船 船舶 

前面海域（航行） 

3.5km以内 
約30t※2 

プレジャーボート 船舶 約30t※2 

3.5km以遠 

約2,000t※3 巡視船 船舶 

引き船 船舶 約200t※3 

タンカー 船舶 約1000t～2000t※3 

貨物船 船舶 約500t～2500t※3 

帆船 船舶 約100t※3 

※1 海上保安庁への聞取調査結果（平成30年1月～平成30年12月実績）を含む。 
※2 船種・船体長から「漁港，漁場の施設の設計参考図書」に基づき算定。 
   なお，プレジャーボートについては，船体長が不明であることから，同設計図書に示される最大排水トン数とした。 
※3 船種・船体長から「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に基づき算定。  

発電所構外（海域）の漂流物調査結果（抜粋） 

※ 判断基準及び評価結果の凡例はP19に示す「漂流物評価フロー」参照 

漂流物調査結果（3/3） 
審査会合における指摘事項に対する回答【No.29】 

20191212提出内容 

分類 名称 設置箇所 
Step1 

（漂流する可能性） 
Step2 

（到達する可能性） 
Step3 

（閉塞する可能性） 
評価
結果 

船舶 

漁船 

前面海域（航行） 

海上保安庁への聞取調査結果より発電所から約2km離れた沖
合を航行しており，津波来襲前に沖合への退避が十分に可能で
ある。なお，基準津波の策定位置（発電所沖合2.5km程度）
において，2m程度の水位変動である。 
以上より，漂流する可能性は低いと考えられるが，発電所に到達
する可能性についても評価を実施する。 

 【判断基準:h】 
流向ベクトルから発電所方向への連続的な
流れは確認されない。なお，輪谷湾入口
近傍地点の軌跡の傾向からも輪谷湾内へ
向かう連続的な流れは確認されないことから，
発電所に到達しない。 

－ Ⅲ 

プレジャーボート 

巡視船 海上保安庁への聞取調査結果より発電所から3.5km以上離
れた沖合を航行しており，津波来襲前に沖合への退避が十分に
可能である。なお，基準津波の策定位置（発電所沖合
2.5km程度）において，2m程度の水位変動である。 
さらに，総トン数20t以上の大型船舶については，国土交通省
による検査（定期検査，中間検査，臨時検査及び臨時航行
検査）が義務付けられており，故障等により操船できなくなると
は考えにくいことから，漂流する可能性は低いと考えられる。 
ただし，発電所に到達する可能性についても評価を実施する。 

【判断基準:h】 
流向ベクトルから発電所方向への連続的
な流れは確認されない。なお，輪谷湾入
口近傍地点の軌跡の傾向からも輪谷湾
内へ向かう連続的な流れは確認されない
ことから，発電所に到達しない。 
また，3km,5km地点では，初期位置
からほぼ移動しないことが確認された。 

－ Ⅲ 

引き船 

タンカー 

貨物船 

帆船 

漂流物評価結果※ 抜粋 

敷地の３～５ｋｍの範囲を航行する船舶の種類及びその船舶がサイトに与える影響について調査結果及び評価結果を示す。 

名称※１ 種類 設置箇所 発電所からの距離 重量（総トン数） 

漁船 船舶 

前面海域（航行） 

3.5km以内 
約30t※2 

プレジャーボート 船舶 約30t※2 

3.5km以遠 

約2,000t※3 巡視船 船舶 

引き船 船舶 約200t※3 

タンカー 船舶 約1000t～2000t※3 

貨物船 船舶 約500t～2500t※3 

帆船 船舶 約100t※3 

※1 海上保安庁への聞取調査結果（平成30年1月～平成30年12月実績）を含む。 
※2 船種・船体長から「漁港，漁場の施設の設計参考図書」に基づき算定。 
   なお，プレジャーボートについては，船体長が不明であることから，同設計図書に示される最大排水トン数とした。 
※3 船種・船体長から「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に基づき算定。  

漂流物調査結果 抜粋 

※ 判断基準及び評価結果の凡例はP19に示す「漂流物評価フロー」参照 

漂流物評価結果（3/3） 
審査会合における指摘事項に対する回答【No.29】 

【発電所構外（海域）の漂流物評価結果】 




